






監 査 方 針 

 

規程の第５に基づき、監査実施に関する監理を以下の通りに定める。 

 

１ 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか、監理責任者の指揮の下、主

務省令第 52条第１号イからホまでに定める方法（団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方

法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法）によって３か月に１回以上の頻度で監

査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。 

 

２ 第１号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、１か月に１回以上

の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実

地による確認（団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合

にあっては、他の適切な方法による確認）を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行

います。 

 

３ 団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、

主務省令第 52条第８号イから八に規定する観点から指導を行います。 

 

４ 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習

実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。 
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監査要領 

 

監査は監理団体の業務の運営に係る規程の第６監理責任者に基づいて、以下の内容に従って監査を行う。 

 

１ 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。 

(1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備 

 

(2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助     

言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整 

 

(3) 団体監理型技能実習生の保護の連絡調整に関すること 

 

(4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人清報の管理 

 

(5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との     

連絡調整に関すること 

 

(6) 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整 

 

２ その他、技能実習生の状況に対応して対処することに心がけます。 
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技能実習生からの相談応需方針・体制・要項等 
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 監理団体に相談体制の構築を求める趣旨は、実習実施者において技能実習生が人権侵害行為を受けて

いる事案など実習実施者の技能実習指導員や生活指導員などの役職員に相談できない場合において、監

理団体が技能実習生を保護・支援できるように体制・対策を行う。 

 また、監理団体に、受け入れている技能実習生の国籍に応じた相談応需体制を整備させることにより、

実習実施者のみでは体制整備が困難な母国語での相談を可能とするものある。 

 

 技能実習生からの相談内容に係る対応については、監理事業に従事する役職員が行わなければならず、

その内容に応じて、公的機関や実習実施者の生活指導員等と連携して適切に対応する必要があります。

技能実習生からの相談に対応した場合は、団体監理型技能実習生からの相談対応記録書（参考様式４-１

１）を作成し、事業所に備え付けを行う。 

 



技能実習生の失踪が発生した場合の対応方針等 
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もしも技能実習生が失踪してしまった場合、実習実施者及び監理団体は必要書類の提出や、警察への相

談など行うべき対応を行う。 

 

１ 監理団体に報告 

実習実施者は技能実習生を監理している監理団体へ報告を行う。 

監理団体は送出機関・受入れ企業の 3者間で捜索します。 

 

２ 警察に相談 

失踪した技能実習生が事件に巻き込まれている可能性も十分にあるので、警察へ捜索願の提出を行う。 

 

３ 外国人技能実習機構に「技能実習実施困難時 届出書」を提出 

 監理団体から外国人技能実習機構へ「技能実習実施困難時 届出書」を提出します。 

「技能実習実施困難時 届出書」にて失踪についての詳細を技能実習機構へ報告します。 

提出後に技能実習生が企業に戻って来た場合は、技能実習機構の判断で実習継続が可能になるケース

があので、実習制度を継続することに努力を行う。 

 

４ 退職手続きを行う 

社会保険・雇用保険の資格喪失手続きを行う。 

 

５ 給与の支払い 

受入れ企業は技能実習生が失踪前に就業した分の給与は給料日に支払うことが求められる。 

支払わなければ「給与の未払い」扱いになるため、実習実施者に注意が喚起する。 

失踪後の就業していない期間の給与は支払う義務はないので助言する。 

 

以上を確認し、慎重に対応する。 



監理団体名：国際ファーストビジネス協同組合

所　在　地：埼玉県八潮市南後谷粒田南５８番地７号

責任者　役職・氏名　　代表理事　百瀬　皓

募集及び選抜に要する人件費、交通費 100,000 円 年間人件費・交通費÷技能実習生数

送出機関との連絡・協議に要する費用 40,000 円 年間費用÷技能実習生数

職業紹介費 実習実施者との連絡・協議に要する費用 42,000 円 年間費用÷技能実習生数

外国の送出機関へ支払う費用 60,000 円 協定書参照

その他（　　　　　　） 10,000 円

施設使用料 100,000 円 施設使用料÷受講者数

講師謝金 352,000 円 講師謝金÷受講者数

講習費 通訳謝金 80,000 円 通訳謝金÷受講者数

教材費 2,000 円 実費

講習手当 60,000 円 実費

その他（　　　　　　） 5,000 円

監査に要する人件費 120,000 円 年間人件費÷技能実習生数

監査指導費 監査に要する交通費 50,000 円
年間交通費÷技能実習生数
又は3,000円から10,000円の間で実費

その他（　　　　　　） 2,000 円

技能実習生渡航に要する費用 70,000 円 実費

その他諸経費 相談・支援に要する費用 240,000 円 実費

人件費・事務諸経費 700,000 円 年間人件費・事務諸経費?技能実習生数

その他（　　　　　　） 10,000 円

2,043,000 円合　　計

監理費表（技能実習生　監理事業）

備考監理費の種類費用
監理費

（技能実習生１人
当たり）


